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　 　 【 請 求 項 １ 】 　 下 記 の ス テ ッ プ を 含 む 不 透 明 試 料 液 体 中 に 含 ま れ る 可 溶 性 フ ィ ブ リ ン
の 存 在 と 量 を 決 定 す る 方 法 で あ っ て 、
　 （ ａ ） 透 明 容 器 中 で 、 可 溶 性 フ ィ ブ リ ン を 沈 殿 さ せ る 条 件 下 で 前 記 不 透 明 試 料 の 一 部 を
十 分 量 の 沈 殿 試 薬 と 混 合 す る ス テ ッ プ と 、
　 （ ｂ ） 沈 殿 物 を 前 記 不 透 明 試 料 液 体 中 で
検 る た め 、 前 記 容 器 の あ る 領 域 中 で 可 溶 性 フ ィ ブ リ ン 沈 殿 物 縮 さ せ る ス テ ッ プ と
、
　 （ ｃ ） 前 記 沈 殿 物 を 光 学 的 に 検 出 す る ス テ ッ プ と 、
　 （ ｄ ） 前 記 不 透 明 試 料 液 体 中 で 前 記 沈 殿 物 が 最 初 に
光 学 的 に 検 出

と 、 を 有 す る 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 前 記 ス テ ッ プ （ ｂ ） が さ ら に 、
（ ａ ） 前 記 混 合 物 を 含 む 透 明 容 器 を 揺 動 お よ び 回 転 動 作 に 供 す る こ と が で き る 装 置 内 に 、
前 記 容 器 を 入 れ る ス テ ッ プ と 、
（ ｂ ） 前 記 装 置 内 に 入 れ ら れ た 容 器 中 に 含 ま
れ る 混 合 物 を 揺 動 お よ び 回 転 動 作 に 供 し 、 前 記 容 器 の 限 定 領 域 に 前 記 可 溶 性 フ ィ
ブ リ ン 沈 殿 物 縮 さ せ る ス テ ッ プ と 、
を 含 む 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 可 溶 性 フ ィ ブ リ ン 含 量
公 知 の 試 料 に よ り 測 定 し た 標 準 参 考 曲 線 と 前 記 時 間 を 関 連 付 け 、 前 記 不 透 明 試 料 液 体
中 に 含 ま れ る 可 溶 性 フ ィ ブ リ ン 濃 度 を 決 定 す る ス テ ッ プ を さ ら に 含 む 請 求 項 １ 記 載 の 方 法
。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　

ス テ ッ プ （ ｄ ） 、 請 求 項
１ 記 載 の 方 法 さ ら に 、 前 記 不 透 明 試 料 液 体 の さ ら に 一 部 を 第 ２ 沈 殿 試 薬 と 混 合 し 、 請 求
項 １ の ス テ ッ プ （ ａ ） か ら （ ｄ ） ま で を 繰 り 返 し 、 の 第 定 値 を 得 る
ス テ ッ プ を さ ら に 含 む 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 。

可 溶 性 フ ィ ブ リ ン 沈 殿 物 を 凝 集 さ せ 、 光 学 的 に
出 す を 濃

前 記 混 合 す る ス テ ッ プ か ら 、 （ ｉ ）
、 （ ｉ ｉ ） 凝 集 し た 沈 殿 物 が 前 記 容 器 へ 付 着 し た こ と を 光 学 的 に 検 出 、 の 少

な く と も 一 方 の 発 生 を 検 出 す る ま で の 時 間 を 測 定 す る こ と に よ り 、 前 記 不 透 明 試 料 液 体 に
存 在 す る 可 溶 性 フ ィ ブ リ ン の 量 を 測 定 す る ス テ ッ プ

可 溶 性 フ ィ ブ リ ン 沈 殿 物 を 凝 集 さ せ る た め に
凝 集 し た

を 濃

可 溶 性 フ ィ ブ リ ン の 量 を 測 定 す る ス テ ッ プ は 、
検 出

前 記 混 合 す る ス テ ッ プ は 第 １ 沈 殿 試 薬 を 用 い て 行 う 工 程 で あ っ て 、 前
記 測 定 す る は 可 溶 性 フ ィ ブ リ ン の 第 １ 測 定 値 を 得 る も の で あ っ て

は
可 溶 性 フ ィ ブ リ ン ２ 測



　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 前 記 第 定 値 お よ び 第 定 値 を そ れ ぞ れ の 沈
殿 試 薬 で 作 成 し た そ れ ぞ れ の 標 準 曲 線 類 と 、 前 記 不 透 明 試 料 中 に 存 在 す る 可 溶 性 フ
ィ ブ リ ン 量 前 記 ２ 個 の 測 定 値 の 平 均
に よ っ て 決 定 さ れ る 請 求 項 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】 　 前 記 第 １ 沈 殿 試 薬 お よ び 第 ２ 沈 殿 試 薬 が 、 同 一 沈 殿 試 薬 の ２ 種 の

濃 度 で あ る 請 求 項 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ７ 】 　 前 記 第 １ 沈 殿 試 薬 お よ び 第 ２ 沈 殿 試 薬 が 異 な る 請 求 項 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ８ 】 　 前 記 不 透 明 試 料 液 体 が 、 可 溶 性 フ ィ ブ リ ン 含 透 明 体 液
で あ る 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ９ 】 　 前 記 不 透 明 試 料 が 、 全 血 、 血 液 性 滲 出 物 、 血 液 性 脳 脊 髄 液 等 か ら 構 成
さ れ る 群 か ら 選 択 さ れ る 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ０ 】 　 前 記 不 透 明 試 料 液 体 が 、 希 釈 全 血 で あ る 請 求 項 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ １ 】 　 前 記 沈 殿 試 薬 が 硫 酸 プ ロ タ ミ ン ま た は ポ リ ブ レ ン で あ る 請 求 項 １ 記
載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ２ 】 　 前 記 不 透 明 試 料 液 体 の 一 部 が 、 約 ５ ． ９ 以 下 の ｐ Ｈ で か つ 温 度 約 ３
７ ℃ に お い て 前 記 沈 殿 試 薬 と 混 合 さ れ る 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ３ 】 　 前 記 沈 殿 試 薬 類 が 硫 酸 プ ロ タ ミ ン ま た は ポ リ ブ レ ン で あ る 請 求 項
記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ４ 】 　 前 記 第 １ 沈 殿 試 薬 が 硫 酸 プ ロ タ ミ ン で あ り 、 前 記 第 ２ 沈 殿 試 薬 が ポ
リ ブ レ ン で あ る 請 求 項 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ５ 】 　

　 　 【 請 求 項 １ ６ 】 　

　 　 【 請 求 項 １ ７ 】 　
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可 溶 性 フ ィ ブ リ ン の １ 測 ２ 測
比 較 し

の 平 均 値 を 決 定 す る ス テ ッ プ は 、 可 溶 性 フ ィ ブ リ ン の
４

異 な
る ４

４
ヒ ト 由 来 の 有 不

９

６

７
前 記 不 透 明 試 料 液 体 に お け る 可 溶 性 フ ィ ブ リ ン の 量 を 測 定 す る ス テ

ッ プ は 、 前 記 検 出 時 間 と 可 溶 性 フ ィ ブ リ ン の 量 と の 間 の 逆 数 の 関 係 を 用 い て 行 わ れ る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 。

前 記 不 透 明 試 料 液 体 に お け る 可 溶 性 フ ィ ブ リ ン の 量 を 測 定 す る ス テ
ッ プ は 、 最 初 に 凝 集 し た 沈 殿 物 を 検 出 し た 時 間 を 測 定 す る こ と に よ っ て 行 わ れ る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 。

前 記 不 透 明 試 料 液 体 に お け る 可 溶 性 フ ィ ブ リ ン の 量 を 測 定 す る ス テ
ッ プ は 、 凝 集 し た 沈 殿 物 が 前 記 容 器 へ 付 着 し た こ と を 検 出 し た 時 間 を 測 定 す る こ と に よ っ
て 行 わ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 。
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